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第４０回消費者委員会 

議事次第 

 

 

１．日時 平成 22 年 12 月３日（金） 15:00～ 17： 05 

 

２．場所 消費者委員会大会議室１ 

 

３．出席者 

（委員） 

   松本委員長、中村委員長代理、池田委員、川戸委員、佐野委員、 

下谷内委員、田島委員、日和佐委員、山口委員 

 （説明者） 

  消費者庁 加藤参事官 

  消費者庁 林地方協力課長 

  文部科学省 高口生涯学習政策局男女共同参画学習課長 

  文部科学省 平林初等中等教育局教育課程課長 

  環境省 植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 

  内閣府 浦田地域活性化推進室参事官 

 （事務局） 

    齋藤審議官、原事務局長 

 

４．議事 

 （１）開 会 

 （２）消費者基本計画の検証・評価・監視について（「消費者教育への取組み強化」、 

    「環境に配慮した消費行動と事業活動の推進」に関する施策について） 

 （３）住民生活に光をそそぐ交付金について 

 （４）閉 会 
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≪１．開 会≫ 

   

○原事務局長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまか

ら、「消費者委員会（第 40 回）」の会合を開催いたします。 

 委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○松本委員長 それでは、議題に入りたいと思います。 

 

 

 

≪２．消費者基本計画の検証・評価・監視について≫ 

 

○松本委員長 本日は、当初予定しておりました「消費者基本計画の検証・評価・監視に

ついて」に関する議題に加えまして、「住民生活に光をそそぐ交付金について」を報告事項

として取り上げたいと思います。 

 初めに、「消費者基本計画の検証・評価・監視について」です。消費者委員会では、消費

者基本計画の検証・評価・監視の一環として、第 37 回委員会より、重点施策の実施状況と

今後の工程等につきまして、各省ヒアリングを行っております。本日は、その第４回目と

いたしまして、資料１－１にありますように、「消費者教育への取組み強化」に関連する施

策である、87 番、93 番、96 番の施策について、「環境に配慮した消費行動と事業活動の推

進」に関連する施策である 140 番の施策について、それぞれ関係省庁においでいただいて

おりますので、ヒアリングを行いたいと思います。 

 なお、資料１－２にありますように、それぞれの施策ごとに委員会でお伺いしたい内容

をヒアリング項目としてまとめまして、あらかじめ各省庁にお伝えしておりますので、こ

ちらも含めて御説明をいただきたいと思います。 

 まず、「消費者教育への取組み強化」に関連する施策につきまして、消費者庁及び文部科

学省においでいただいております。初めに 87 番、96 番の施策についてですが、関連する

施策ですので、一括して御説明をいただき質疑を行いたいと思います。 

 それでは、御説明をお願いいたします。 

○消費者庁加藤参事官 消費者庁の加藤でございます。消費者教育を担当させていただい

ております。よろしくお願い申し上げます。 

 資料１－１が、施策の 87、93、96、具体的な施策の紙でございます。 

 資料１－２が、今回、委員会からちょうだいしましたヒアリング項目についてというこ

とでございます。 

 資料２が、「工程の明確化」、１枚目が 87 と 96 についてのスケジュールが記載されてお

りますが、具体的な取組みにつきましては資料３－１からになりますので、資料３－１か



 ２

ら順次御説明をさせていただきます。ブルーの紙でございます。 

 まず、資料３－１の１つ目が、施策 87「消費者教育推進会議」のことでございます。第

１回目の消費者教育推進会議を 11 月 22 日に開催することができました。推進会議で何を

議論するのかにつきましては、後半、資料３－２以降で御説明させていただきます。 

 次に、消費者教育ポータルサイトは順次拡充を行っているところでございます。現在は、

関係省庁、地方公共団体から御提供いただいております教材、取組み事例などを御紹介さ

せていただくとともに、出前講座の紹介、イラスト集などのコーナーも設けております。 

 その次「効果的な消費者教育手法と効果測定の検討」ですが、学校で消費者教育を学ん

でいるはずの世代に消費者教育が身についていないのではないかという御指摘もあります

ので、では、身につけてもらうるための教え方、教育手法というのはどういう教え方なの

だろうかということを、今年度、都内の２つの中学校で研究授業を実施中です。 

 次に「学校における消費者教育の推進・支援」です。来年の春から、新しい学習指導要

領が小学校から順次実施されていくわけですけれども、消費者庁としてはそれを受けまし

て、本年度、中学生向けの副教材の作成を行っているところです。 

 「地域における消費者教育の推進・支援」では、「高齢者の消費者トラブル見守りガイド

ブック」を作成しております。これは高齢者御本人ということではなく、高齢者を見守る

方々に御活用いただきたいと思って作成しているガイドブックです。今日、皆様方のとこ

ろにも配付させていただいておりますけれども、福祉関係団体を初めといたしまして多く

の方々に御活用・好評をいただいております。 

 次に、消費者庁として、22 年度の具体的に取り組みを紹介させていただきます。 

 それでは具体的に、資料３－２、消費者教育推進会議につきまして御説明させていただ

きたいと思います。 

 １ポツは趣旨でございます。２のところに検討事項を書かせていただいておりますが、

ここでは、基本計画における消費者教育に係る具体的施策の実施状況について関係省庁か

ら報告を求め、消費者教育を推進するための方策に関して、それが十分に機能しているの

か、より効果的な手法はないかなどについて評価する等の観点から、議論を行っていきた

いと考えています。さまざまな主体が協力して消費者教育を体系的に進めるための方策を

検討する。推進会議ではそういうことを検討していきたい。 

具体的にどういう項目を検討していくのかは、以下、具体的な項目例のところに書いて

いるとおりでございます。 

 （１）は、学校教育における消費者教育について。 

 （２）では、地域における消費者教育を推進するための方策についてということで、①

以下でございます。 

 （３）は、関係省庁もそれぞれ消費者教育を推進しているところでございますので、そ

のことについても情報を共有して、推進会議で、更に推進していくための方法についてど

ういうものがあるのかといったことを検討していきたいと考えております。 
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 ３は、推進会議の委員でございます。 

 ４は、開催スケジュール。11 月を第１回としてスタートいたしましたけれども、順次、

ここに記載されているとおり開催していきたいと考えております。 

 別紙に推進会議のメンバーが記載されておりますが、会長には末松副大臣、副会長には

文科省の笠政務官、そして 17 名の外部有識者の方に委員に御就任いただいております。 

 ２枚目に、行政委員としまして、消費者庁側から長官、次長、文科省から生涯学習政策

局長並びに初等中等教育局長が参加しております。そのほか、幹事という立場でございま

すけれども、13 府省庁から、国民生活センターも含めて、幹事としてメンバーに加わって

おります。 

 続きまして、資料３－３「消費者教育ポータルサイト」について御説明させていただき

ます。消費者教育ポータルサイトにつきましては、赤い字の下にも書いてございますけれ

ども、消費者教育の基盤整備として消費者庁ホームページ上に設置いたしております。消

費者庁のホームページをお開きいただきますと、トップページの左側にバナーを張ってご

ざいますので、そこをクリックいただきますと、この資料３－３の裏表に記載しているよ

うな情報が出てまいります。 

 ここでは、消費者教育用の教材ということで、現在は各府省庁、地方公共団体作成のも

の、約 300 種類を掲載しております。右の吹き出しのところに掲載しておりますけれども、

消費者団体・事業者団体・企業等も副教材等の作成等をされていると思いますので、それ

を収集させていただいて、順次ポータルサイトで御紹介できたらと考えております。 

 消費者教育ポータルサイト、裏もごらんいただきたいと思います。消費者教育の取組み

につきましては、400 団体ほどの出前講座等を御紹介しております。ＤＶＤのコーナーは、

試聴も可能なようにシステムの変更をしたところでございます。それから、イラスト集の

コーナーも作成しております。 

 続きまして、資料３－４を御説明させていただきます。資料３－４は「効果的な消費者

教育手法と効果測定の検討（中学校）」ということで、都内の中学校２校で現在研究授業を

実施しているところでございます。生徒が楽しみながら身につけることができる教育手法。

それから、全国の中学校で参考にしていただける教育手法を研究し、消費者教育の内容の

充実並びに広がりというところにつなげたいと考えております。具体的に研究授業でどう

いうことをやっているのかというのが、色分けした４つの箱です。講義方式、ゲーム方式、

ロールプレイ方式、グループワーク方式という、幾つかの方式で今、授業を行っていただ

いているところです。勿論、授業して終わりではなく授業を受けた生徒さんたちに、その

効果を測定する観点からアンケートを実施し効果も測定したいと考えております。 

 続きまして、資料３－５でございます。今、中学生向けの副教材の作成に取り組んでお

ります。そこでは、消費者被害に遭った後に適切に対応できる消費者を育てるための消費

者教育ではなく、その前に予防の原則の観点からも、消費者被害に遭わないための消費者

教育、あるいは製品事故に遭わないための消費者教育という視点を大事にしながら、副教
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材の作成に努めているところでございます。 

 副教材の作成に当たりまして、教育の御専門の方はもとより、心理学の御専門の方たち

にもお入りいただいて、教材作成の検討委員会を実施しております。また、完成しました

ら全国の希望する中学校にお配りして、副教材を活用した授業を進めていただきたいと考

えております。予算等の関係もございますので、中学校への配付は３割程度を予定してお

ります。また、この副教材の全国の中学校配付等につきましては、文科省とも十分連携を

とりながら進めてまいりたいと考えております。 

 次に、資料３－６「高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」を、今日、配らせて

いただきました。１枚おめくりいただきますと、「周りの方々の見守りが、高齢者の消費者

トラブルを防ぎます」と記載しております。見守っていただける方たちに対して御活用い

ただきたい、と参考にしていただける内容を各ページに盛り込んでございます。気づきと

対応のポイントも各ページに記載しております。 

 一番後ろのページには、おかしいな、困ったなと思ったら、一人で悩まないで相談しま

しょうということ、それから、消費者ホットラインの番号も記載しております。ガイドブ

ックを活用いただく地域で、最寄りの消費生活センター、相談窓口の電話番号等を書き入

れてもらえるスペースを確保しております。 

続きまして、資料３－７でございますけれども、消費者基本法の目的と基本理念、それ

から、第 17 条のところで「啓発活動及び教育の推進」、２ページにつきましては、消費者

安全法の目的、第４条・国の責務。３ページは、衆議院、参議院附帯決議でございます。

４ページは、３月に閣議決定いたしました消費者基本計画、消費者教育の部分の抜粋。５

ページ以降につきましては、具体的施策。今回、御説明をさせていただいております、87、

93 も含まれております。各施策の御紹介でございます。 

 資料３－８でございますが、昨年の 11 月、「消費者教育に関するＯＥＣＤ消費者政策委

員会の政策提言について」、概要ですけれども、配らせていただいております。（１）のと

ころに、「消費者教育の目的と戦略、結果の評価手法」について現状認識が記載されている

ところでございます。下線を引いておりますけれども、一つは、消費者教育の目的と戦略

が明確になっていないのではないかという指摘が行われております。 

 （２）では、「消費者教育に対する最も適切なアプローチの選択（提言）」が行われてい

るところです。ここは、教師が効果的に教育技術を身につけられるよう支援することが大

事ですということも書いてございますし、下から２つ目の黒ポツには、「特定の消費者問題

や特定層の消費者（被害に遭いやすい消費者）を対象にした消費者教育は一般的な方法で

あるが、こうした手法が効果を持つか否かは、対象となる消費者に適切に到達できるかど

うかや、効果的な教育を行えるかどうかによる」と書いてございます。 

 後ろ２ページにまいりまして、（３）「関係者間の協力・調整の改善」というところでご

ざいます。ここは先般、第１回の消費者教育推進会議を開催しました折にも複数の委員の

皆様方から、学校と地域、地域の中の多様な主体の連携ということで、「連携」が大事であ
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るということがかなりの委員の方から御発言がございましたけれども、（３）では、多様な

関係者の協力・協調が十分ではないという指摘も行われているところでございます。 

 以上、消費者庁が進めております消費者教育のとりくみをご説明させていただきました。

ＯＥＣＤの提言等も十分踏まえながら、具体的な事業を進めております。 

 委員会からちょうだいいたしましたヒアリング項目としまして、消費者教育用教材の開

発についてということがございます。今、教育用教材につきましては作成の過程でござい

ますので、完成しましたときには御紹介させていただきたいと考えております。 

 消費者教育の推進方策につきましても、研究事業を進めていると御説明をさせていただ

いたところでございます。今年度の３月末にはとりまとめを致しますので、いずれ御報告

させていただきたいと思います。 

 消費者教育効果の測定手法、先進的教育手法の検討も同様でございます。 

 施策番号 96 でございますけれども、関係省庁でさまざまな副教材、出前講座等も行われ

ているところだと思います。関係省庁の消費者教育の取組み、あるいは作成をしているも

のについても、第２回の消費者教育推進会議までには、集約をし第２回の推進会議に御説

明をさせていただきたい。スケジュール的にはそのように考えているところでございます。 

 私からの説明は以上でございますけれども、よろしくお願い申し上げます。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、どうぞ、御意見、御質問のおありの方はお

出しください。 

 日和佐委員、どうぞ。 

○日和佐委員 最初に、具体的なことでお答えいただきたいと思います。消費者教育推進

会議はやっと開催されたなという感じでして、まだ第１回が開かれたばかりということで

すから、そこで議論になったことは、どのようなことなのか。第１回目の議論のメインの

課題はどうだったのかということ。 

 それから、ポータルサイトはかなり充実されていると思いますけれども、どのように利

用されているか。利用実態だとか、アクセスがどんなふうにされているのか。要するに、

情報を出すのは充実したけれども、それが実際に利用されて活用されているかどうか。そ

こまでいかないと効果がないわけですので、そこはどうなっているのかということ。 

 先ほど、中学校の副教材は希望する中学校に配付するということでしたけれども、そう

すると、希望する中学校というのは 30％程度のものなのでしょうか。３割しか使用されな

いということであるならば、ちょっと少ないのではないかなと思うのですが。 

○消費者庁加藤参事官 １回目の推進会議でございますけれども、時間にしますと約２時

間でございます。副大臣を会長にして、今回は有識者の方 14 人御出席いただきました。か

なり大所帯でございます。初回ということもございますから、簡単な自己紹介を含めて、

今後の消費者教育の推進についての御意見をちょうだいいたしました。 

 主に「連携」の重要性について挙げられる方が複数いらっしゃいました。その他、外部



 ６

講師の活用を求めるご意見などもございました。 

 高齢者の消費者教育につきましても、委員の方から、これだけ高齢者の消費者被害が多

い中で、第二の義務教育として消費者教育を位置づけるぐらいの考えでいかないといけな

いのではないかと。「フレッシュアゲイン講座」というような名称で、といったご発言もご

ざいました。 

 また、学校における消費者教育では、以前消費者委員会のヒアリングでも研究者の方が

おっしゃっていらっしゃいましたけれども、授業時間数が少ない中でどう教えるのかとい

うのが悩みです」といった厳しいお話もちょうだいしたところでございます。 

 次にポータルサイトですが、現場の先生方に見ていただき、さらに活用していただける

ようにポータルサイトはしていかなければいけないという問題意識を持っているところで

ございます。 

 アクセス数ですけれども、システムの変更をして充実して以降は、月 4,000～6,000 件ぐ

らいございます。これも今年の４月以降、伸びております。 

 副教材については、希望の中学校に配ると書いてあるけれども、少ないのではないかと

いう日和佐委員からの御指摘でございます。使っていただけるかどうかもわからないのに

一方的に送って使っていただけないのではいけないと思います。現場の先生方にうかがっ

たところではいろんなところから、「副教材が山のようになって届くんですよ」と、先生方

から言われました。「でも、送られたって、どこでどう使っていいのかわからないし、見る

時間もないんですよ。これはこのままこっちに捨てられています」、こんなお話もうかがっ

ているところです。 

 やはり税金で作成しており、活用していただかなければいけないと考えます。配布数に

ついては、予算との関係もございます。事務的な話で恐縮でございますが、非常に手間が

かかりますが、御希望をきちんと聞いて、使っていただけるところにお届けしたいと思い

ます。数が少ないのではないかというご指摘につきましては、広げていけるように努めた

いと思います。 

 以上です。 

○松本委員長 池田委員、どうぞ。 

○池田委員 同様のことになるかと思いますけれども、先ほど、推進会議で「連携」とい

う言葉があった。会議録を拝見させていただきますと、事業者側、会社側、企業側からも、

いろいろなことをもう少し積極的にやってくださいという要望が出ていたと思いますが、

私はそのとおりだと思います。私どもの会社のグループでもいろんなことを昔からやって

いますし、特に飲料水の方は昔からやっていますけれども、もう少しそういうことを組織

的に、積極的、計画的にというか、ただポータルサイトみたいに集めるというのではなく、

ある仮定を立てた上でプランをつくってやっていかないと検証できないと思います。検証

するということは、こういうことをやったらこういうことができるのではないかというプ

ランをつくった上で、それをやって、そのとおりになったかどうかという形でやっていか
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ないと、いろんなことをやったうちどうなったかというのは、先ほど加藤さんがおっしゃ

ったように、こんなに来てしまってだめだというので、ポーンと捨ててしまったというの

が現実問題だと思います。 

 例えば、希望の学校に送るということをおっしゃいましたけれども、文科省にしても農

水省にしても、どこもそうしていると思うのです。そういうのが同じところに行ってしま

う。一つの学校にどれぐらいの副教材をやろうとか、そういうことをやっていくのが、消

費者庁が学校教育に対して声を出す、あるいはそれは文科省の役目かもしれませんけれど

も、そういうことを具体的にしていくことが計画ではないかと思うのです。メニューを集

めるというのは進行形で当たり前の仕事ではないかと思います。 

 消費者基本計画の中で出す以上は、ある程度の予測に基づいたプランを練っていかない

と検証というのはできないといます。是非そういうことに力を入れてほしいと思います。

特に、いろんなところでいろんな副教材、すばらしいのがあるということは、私も少しの

経験ですけれども、たくさんあります。そういうものを一回洗い出して、それぞれが勝手

に配るのではなく、窓口を決めてやるとかいうことを考えないと、消費者庁は消費者庁で、

３割、3,000 校・170 人と。よそも同じようなことを考えるのではないですか。 

 それともう一つ、高齢者の見守りガイドブックというのは大変結構で、高齢者自身を見

守ってやるということは大事だと思います。先ほど、義務教育ではないけれども教育しな

ければいけないと、私もそのとおりだと思います。今、老人の健康のためのいろいろなメ

ニュー、例えばデイサービスにしろ、地域であると思います。そういうところと一緒にや

るべきなのではないかと思うのです。こういう被害に遭わないというのは最大の健康だと

思うんですね。どこかへ集めて何かやるとか、だれかに頼むとかいうのではなく、今、既

に老人の問題はいろんなところでいろんな問題が出てきていますから、そういうところに

それこそ出前してやっていかないといけないのではないかと思います。 

○松本委員長 加藤参事官、何かお答えがございましたら。 

○消費者庁加藤参事官 推進会議の計画を立ててというお話は、検討させていただきたい

というふうに思います。ただ、一方では、この推進会議を従来の役所の審議会と同じよう

にしないでくださいということを複数の委員から言われております。事務方でいろいろ計

画を立てて、そのスケジュールどおりに出口感も決めてという会議体にはしてくれるな、

という御注文もいただいているところでございます。御意見、ありがとうございます。 

 それから、見守りガイドブックについての御意見でございますけれども、ありがとうご

ざいます。消費者庁としては、５月が消費者月間でございますので、「高齢消費者・障害消

費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催しておりまして、11 の高齢福祉関係団体、ほ

かのいろいろな関係団体、消費者団体にも 11 団体お集まりいただいて、かなり大きな会議

を５月に開催したところでございます。 

 しかし、霞が関で一つこういう大きな連絡協議会を開催しているだけではなく、そこに

参加していただいている全国組織の各団体にお入りいただいて、御協議いただいています
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ので、そういうネットワークを通じて、地域のところで具体的な取組が進めなければいけ

ないと思います。 

 昨日、ある四国の県に参りました。高齢者を見守っていただいている方たち 400 人ぐら

いが集まった大会でございました。皆さんが抱えていらっしゃる御苦労、課題というのも

会場からかなり御発言がございました。民生委員の人たちを通して高齢者の方たちとつな

がって、消費者被害に遭わないためにという啓発活動を含めて進めていきたいと思うけれ

ども、そこはやはり地域における人と人との関係がございますので、なかなか難しいとい

うのもございます。それはそうなんだろうなと思いますけれども、ここの連携が今まで以

上にきめこまやかに進まないことには、高齢者の消費者被害を少なくしていくことは難し

いと思います。地域、集落のレベルも含めて、連携、見守りのネットワークが進んでいく

ように考えていかなければいけないと改めて認識して帰ってきたところです。 

○松本委員長 日和佐委員、どうぞ。 

○日和佐委員 ここからは意見です。消費者教育というのは、消費者が主役の社会をつく

っていく上では非常に重要な課題なわけですね。ちょっと出足が遅かったかなという感じ

はありますけれども、是非頑張っていただきたいと思います。 

 先ほどもありましたけれども、消費者教育の中心になるのは、被害未然防止、悪質被害

に遭わないためにという、いわゆるノウハウも勿論必要ですけれども、それだけではなく、

消費者の８つの権利が実現できるように行動できる消費者を育てていくという、その基本

的なところは大事にとらえていていただきたいというように思いました。 

 具体的に、連携の話が出ました。地域では事業者も含めて、ＮＰＯ、その他、さまざま

な組織がありますから、そこの連携を図って消費者教育がうまく機能していくようにと。

それから、副読本が捨てられているというのは非常にショックでありました。そこはソフ

トも必要だと思うのです。教材をつくるノウハウを提供する、いろいろな情報を提供する

というのも仕組みとしては重要ですけれども、それらをどうやって使いこなして、実際の

教育に役立てていくかという、教師をどうやって育てるかということがやはり大事なので

はないかとつくづくと思いました。 

 ＯＥＣＤが言っていますように、効果の測定ですね。どうやったら効果が測定できるの

か。今までもいろいろな教材が開発されて提供されて、こうしましょう、ああしましょう

というふうに言ってきたけれども、現実を言えば、それほど消費者教育は進んだとは思っ

ていません。むしろ難しい課題としていつもいつも言われている。ですから、教材、シス

テム等を提供した結果が具体的にどのような効果を生んでいくか、その効果の測定の方法

について是非考えていただきたいということ。 

 もう一つ、中学校でテストをスタートさせたとおっしゃいました。消費者教育によって

具体的に子どもたちがどのように変化をしたかということだけではなく、学校としてそう

いう教育をやって、学校全体に及ぼす影響あるいは教師に及ぼす影響、その辺も成果とし

てあれば是非つみ取っていただきたいと思いました。 
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 以上です。 

○松本委員長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 基本計画の 87 の末尾は、「消費者教育に関する法制の整備について検討を行

います」とあります。実は議員の方々の間では消費者教育基本法の制定の動きがあると聞

いております。食育基本法とか、環境の保全のための意欲増進及び環境教育の推進に関す

る法律というのは、平成 15 年、平成 17 年に、恐らくこれも議員立法でしょうが、できて、

それなりのインパクトを持って役に立っていると聞いています。その意味では消費者教育

基本法をつくるというのは一つの発想として十分あり得ると思うのですが、正直言って、

議員任せにしないで、この推進会議などでも早急に議論をして、せっかくつくるならいい

ものをつくるという観点の議論をしたらどうかと思います。 

 そういう観点からしますと、３か月に１回ぐらいの会合でそんなものできるのかなとい

う感じがします。末松議長は専門分科会の設置を提起したという話も聞きますが、推進会

議と消費者教育基本法の制定、あるいは法整備という観点がどういうふうな視点になって

いるのか。これは是非伺いたい。 

 それから、消費者基本計画の見直しの中で、先般、厚労省においでいただいて地域包括

支援センターの話を聞きました。地域包括支援センターつまり厚生労働省には、消費生活

センターとの連携とか、消費者教育サイドとの連携というのは発想にないんですね。だか

ら、もう少しその辺を考えてくれませんかという話をしたところですが、是非厚労省とも

話をして、特に高齢者の関係では地域包括支援センターが一番地域に密着して動いている

わけですから、そことの連携を積極的に働きかけていただきたい。２点です。 

○松本委員長 加藤参事官、今の御質問について。 

○消費者庁加藤参事官 まず、政府側で法律制定について現在考えておりません。 

 厚労省との連携というお話は、推進会議のメンバー表の２枚目に幹事というので 13 府省

庁が明記されております。それから、５月の消費者月間のときに、高齢消費者・障害消費

者見守りネットワーク連絡協議会を開催したと御報告させていただきましたけれども、そ

こにも関係をいただいております。改めて御発言いただきましたので、厚生労働省との連

携を強化していきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

○松本委員長 佐野委員、どうぞ。 

○佐野委員 副教材の件ですが、これはすごく気になりました。捨てられてしまうから、

手を挙げた中学校だけに配る。それが３割だと。多分、消費者教育に熱心な先生がいらっ

しゃる学校は「教材をお願いします」ということになって、更に格差が広がっていくので

はないかという気がします。これこそ連携ができると思うのです。各地域の消費生活セン

ターの方々に是非学校と連携して、こういう教材がありますと説明しに行っていただくと

か、または、地域の消費者行政の担当の方が学校を集めて説明するとか、何かそういう一

工夫がないと更に格差が広がるような気がするので、是非その辺りは検討していただきた

いと思います。 
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○松本委員長 中村委員、どうぞ。 

○中村委員長代理 見守りガイドブックについては、私は非常によくできていると思いま

すが、書いてあるのは取引被害だけですね。消費者庁の事故情報データバンクを開くと、

トップのところに、注目事故情報リストで「高齢者の事故リスト」というのがあります。

そこには、694 件も高齢者が事故に遭っていると。古い扇風機をいつまでも使っていて火

が出て焼け死んだとか、こういう事故がいっぱいある。リコールになった家電製品を、リ

コールと知らずに使い続けて事故に遭うとか、製品事故の分野は高齢者が被害に遭ってい

ることが非常に多いです。ここに対してもやはり見守る方たちに意識してもらう。リコー

ル製品がまだ使い続けられていないかとか、余りにも古い型の扇風機がいまだに置いてい

ないかとか、そういうことが必要だと思います。 

 それから、在宅介護を受けている人の福祉用具による事故も非常に多いです。介護ベッ

ドで挟まって死んだとか、腕を折ったという事故もいっぱいあります。そういう中には誤

使用のような事故も確かにありますけれども、高齢者になるとどうしても判断能力が衰え

たり運動神経が悪くなってくる。そういうところもやはり見回って、見守りの中で、設置

の仕方を間違えていないかとか、そういうところまでできるとベターだなと思います。大

変要求水準は高いかもしれませんけれども、お金をとられないようにするのも大事ですが、

命をとられないようにすることはもっと大事なので、こういうガイドブックの製品安全版

を是非つくっていただきたいと思いますが、そういう検討はされていますか。 

○消費者庁加藤参事官 見守りガイドブックも、おっしゃるように中心は契約取引ですけ

れども、ガイドブックの 12 ページには、製品事故に気をつけていただきたいということで

内容を盛り込んでいるところでございます。 

 国民生活センターで出前講座もしていらっしゃいます。相談員の方たちが地域に行った

ときに、「製品事故について気をつけてもらいたいとき、そういうお話もしていただいてい

るのでしょうか」というふうに伺いましたら、「製品事故についても話しています」と。い

ろんなコードを持っていったり、講座の内容に盛り込んでいるというお話もいただいたと

ころでございます。ありがとうございます。これからも更に充実していきたいと思ってお

ります。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

○下谷内委員 いいですか。短く。 

○松本委員長 では、短くお願いします。消費者教育というのは、皆さん言いたいことが

多分いっぱいあると思うので、２時間でも足りないと思いますが、どうぞ。 

○下谷内委員 ありがとうございました。先ほど中村委員もおっしゃいましたけれども、

このガイドブックは、以前はこういうような安全は入っておりませんでしたけれども、今

は入っていていいのですが、後ろの方なので、なかなかここまでたどり着くのが難しいと

いうこともあります。もう少し検討されるべきかと思います。安全の問題についてはどう

しても契約絡みが多かったものですから、長年、出前講座をやっております私たちにとっ
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ては、これから安全のところをどのように語っていくかということも大事かと思いますの

で、違う形のものを考えてもいいのかなというふうには思っています。 

 一つ、よく私どもに、このガイドブックを分けてくださいというお問い合わせがありま

す。私どものところには決められて数しかありませんが、それは消費者庁に言えば、ＣＤ

－ＲＯＭと一緒にいただけるのですか。それが１点。 

 それから、見守りネットワークというのがありますね。５月にされています。あれは、

以前からあったものがちょっと拡張されてできておりまして、年に１回、申し訳程度にや

っていたような感じなのです。ただ、申し訳程度といいましても、出前講座の時期になり

ますと、あそこの団体の社会福祉協議会や全国老人クラブ連合会など全部にごあいさつに

行って、「出前講座をやりますので、是非御協力いただきたい」と言いますと、大体トップ

の方から末端まで、民生委員さんというのはすごく縦系列がしっかりしておりますので、

末端まで情報が届くんですね。ただ、それになかなか乗り切れないところがありますので、

そういう情報を、ただお願いするだけではなく、消費者庁としてももう少し力を入れてい

ただけると、あのネットワークの会議がもっと充実するのではないかと思います。 

 単に年に１回の消費者月間だけの会議ではなく、先ほど来、連携という言葉があります

ので、何回かやっていただきたい。３年すると担当者が代わっていらっしゃらないときも

あります。中で異動されるのです。その異動の連携がうまくいっておりませんものですか

ら、同じことを毎回毎回、御説明しなくてはいけない。毎回するのが当たり前なんですけ

れども、そういうことを感じておりますので、何回かやっていただきたいというのが一つ

あります。是非よろしくお願いしたいと思います。 

○消費者庁加藤参事官 ガイドブックはダウンロードしていただけるようになっておりま

す。紙でお送りすることは、もう在庫がございませんので、できませんけれども、そうい

うことで御利用いただけるかなと思います。 

 それから、会議の開催回数をもう少し増やしてくださいという下谷内委員からのお話で

ございますけれども、推進会議も、５月の御紹介いただきました高齢消費者・障害消費者

見守りネットワーク連絡協議会につきましても、かなり大きな会議でございます。委員会

もいろいろな会議がおありになると思いますけれども、事務方の立場から申し上げると、

かなりのマンパワーと時間をここにかけなければいけない。必要な会議はしなければいけ

ないわけですけれども、その会議をすることによって、本来しなければいけない大事な仕

事ができなくなるのでは、私は、会議の開催ということも少し考えなければいけないので

はないかと思うのです。勿論、大事なことはしていかなければいけないのですけれども、

会議の開催ということについてはいつもそんな問題意識を持っています。マンパワーと時

間の制約ということを念頭に置きながら考えています。 

○下谷内委員 充実の仕方を考えていただければと思います。 

○松本委員長 川戸委員、どうぞ。 

○川戸委員 効果的な消費者教育手法と効果測定の検討というところで、都内の中学校２
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校で受験教育を行っていらっしゃるとおっしゃったので、私はその中身を聞きたかったの

ですが、時間がないということですから、実験授業の中で、佐野委員や池田委員から指摘

がありましたように、地域や企業との連携というところをもっと実験的にやってほしい。

もしやっていらっしゃるのだったら、それはそれでいいんですけれども、そういう中に是

非取り入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○下谷内委員 これは文科省さんにもお願いすることになりますが、消費者教育について、

先ほど来、興味のある先生と関心のある先生はやってくださるというのですが、確かに消

費者教育という項目は私たちも学校時代からあったわけではありませんので、なかなか難

しいと思うのです。私が住んでおります県においては、市でやっておりますが、先生方を

集めて夏休みなどに消費者教育の研修会を開いていらっしゃいます。興味がない先生方も、

例えば社会科の先生、家庭科の先生、いろいろなところに教育委員会からお声をかけてい

ただければ、それに参加できるのではないかと思います。そういたしますと、そこの中で

先生方に取り組んでいただける方向性が見えるのではないか。皆さん時間がないし、受験

科目にないからということで、以前、地方の高校の先生もおっしゃっていましたが、３月

になって時間のあいた、興味のある先生が積極的に取り組んでいるだけで、時間がないの

でとても取り組めません、興味があっても取り組めないと言われたんですね。 

 ですから、消費者庁には連携していただいて消費者教育に関する研修講座をやっていた

だくのと併せて、文科省は後からになりますが、そういうものも通達か何か、できるのか

どうかわかりませんけれども、そういう取組みを考えていただければいいのではないかと

いうふうに思っております。 

○松本委員長 それでは、文科省からも、施策番号 93 番について御説明をいただいた後で

併せて質疑を行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 93 番の施策について、文部科学省より御説明をお願いいたします。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 文部科学省の教育課程課でございます。 

 施策番号 93 につきまして、お手元資料４と、冊子（「生きる力」）をお配りしております

が、それに基づいて御説明したいと思います。 

 ヒアリング項目第１番目は、新しい学習指導要領の周知・徹底の状況。皆さん御存じか

と思いますけれども、学習指導要領というのは学校におけるカリキュラムの基準となるも

ので、大綱的な基準でございます。そちらにつきましては文部科学省が作成しております

が、その新学習指導要領につきましての周知・徹底の状況ということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、１ページ目をごらんいただきたいと思います。以前にも

御説明申し上げましたように、新しい学習指導要領の中で消費者教育についての指導内容

が充実されました。具体的には参考資料の中で、７ページ、８ページは全体的な改訂のポ

イント、９ページに今回の消費者教育に関する主な内容を付けさせていただきました。学

習指導要領ですので、こちらは先生が必ず教えなければいけない項目でございます。興味

があるから教えるというものではございませんので、一言、申し添えておきます。こうい
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うふうに新しく消費者教育についての内容が充実されましたが、それも含めて新しい学習

指導要領の内容について周知・徹底を図ることが、今、私どもとしては大きな課題になっ

てございます。 

 小・中学校につきましては、学習指導要領について平成 20 年３月に告示されまして、小

学校につきましては 23 年度、23 年の４月から、中学校につきましては 24 年４月から全面

実施される予定になってございます。高等学校につきましては、21 年３月に同じく新学習

指導要領の内容が告示されまして、こちらにつきましては 25 年度から年次進行で実施され

るということでございます。 

今、それに向けて準備が進められておりまして、例えば教科書であれば、小学校の 23

年度実施に合わせて 21 年度に教科書検定が行われ、今年度、どういう教科書で行っていく

かというものが採択されて、23 年度から実施する。中学校で言えば、今年度は文科省で、

24 年度から使う教科書について検定作業をしているところでございます。 

 それの周知・広報状況でございますが、２～４ページでございます。新しい学習指導要

領は参考資料にもございますように、内容が充実されておりますので、それを現場の方に

周知するということで、各県教育委員会の関係者、指導主事の先生方に対して説明会を行

っているところでございます。文部科学省主催による中央での説明会や連絡協議会、各地

方において都道府県の教育委員会と共催して説明する。あるいは都道府県教育委員会が主

催する説明会で、内容を地方の現場に周知を図るという意味で、そちらの方にも私どもか

ら説明に参ることもございます。 

 消費者教育は主に社会科、公民科、家庭科で指導されておりますけれども、こういった

説明会の多くの場合は、教科ごとに分かれて、そこでまた新しい指導内容について研究・

協議するという場面を設けておりますので、そこで消費者教育の内容について説明したり、

どういう指導の在り方があるかといったようなことが協議されるというものでございます。 

 ３ページは、高等学校についての周知の状況でございます。 

 ４ページでございますが、周知・広報について更に申し上げます。先生方に対しまして

は、新しい学習指導要領につきまして、学習指導要領冊子を全教員に配りまして、内容を

ちゃんと読んで勉強してほしいということを行っております。また、学習指導要領の内容

について文部科学省で「解説」というものをつくっております。こちらにつきましても、

市販はされていますけれども、ホームページにも掲載してその周知・徹底を行っていると

ころでございます。 

 保護者につきましても、やはりその内容について理解をしていただきたいということで、

各種の資料なりパンフレットを作成して説明を行っているところでございます。今日お配

りしたのはその中で使っているもので、今回の学習指導要領改訂のエッセンスを書いたも

のでございます。消費者教育につきましては、20 ページをごらんいただきますと、真ん中

辺に「消費者教育の充実」ということで、小・中についてどういった内容が充実されたか

といったことが書かれてございます。 
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 以上のことをいたしまして、私どもとしては、円滑に新しい学習指導要領の実施を図っ

ていきたいと考えているところでございます。 

 ２番目のヒアリング項目でございますが、消費者に関する副教材の作成への協力の進捗

状況でございます。副教材の作成につきましては先ほど消費者庁から説明があったかと思

いますけれども、中学生向けの副教材作成の委員会に私どもからも毎回オブザーバーとし

て参加させていただきまして、学習指導要領の内容の説明をして、現場で使いやすい教材

の作成に向けて一緒に協力していきたいと考えているところでございます。 

 ヒアリング項目３番目でございます。消費者教育指導者の養成の状況についてのお尋ね

でございます。資料の５ページをごらんいただければと思います。先ほど申し上げました

消費者教育についての記述が新学習指導要領において充実されたということで、それをち

ゃんと指導できるようにしていただかなければいけない。学校教育において、消費者教育

を実施する先生の指導力を高めていこうということで、今回、「学校教育における消費者教

育の推進」という新規事業をお認めいただきまして、今年度は約 2,700 万円で実施してい

るところでございます。 

 具体的には２つございまして、１つは、中央説明会というものを国において開きます。

こちらにおきましては、消費者庁を初めとして関係省庁、団体からの御協力も得ながら、

学校における消費者教育の推進方策に関して説明をしようと、そのための経費を盛り込ん

だところでございます。これは来年の２月に実施と考えているところでございます。 

 こちらは中央でございますが、もう一つ、各地におきまして、やはり具体的に消費者教

育の指導者の養成講座を実施しているところでございます。全国の大学、都道府県の消費

者教育に関する関係部局とも連携して実施していただく経費を、今回、新しく計上したと

ころでございます。 

 具体的には６ページに、今後の予定のものもございますが、今年度は 14 道府県におきま

して、大学あるいは各地の消費生活センターと連携して実施することを考えてございます。

主に小・中・高等学校の社会科、家庭科の先生方を対象として、各地によってそれぞれの

工夫を生かしてもらうことになってございます。講義あるいは演習といったものを行って、

消費者教育の現状についての認識や理解を深めたり、あるいは、実際どういうふうにやっ

ていったらいいかということを、演習したり、研究・協議をするということで、指導力の

向上につなげるための取組みを行っているというふうに認識しているところでございます。 

 参加人数は、予定のものもございますが、研修ですので全員というわけではございませ

ん。例えば各学校で中核になる先生方を対象に、そういった方が学校に戻って具体的に消

費者教育を実施していただくということを考えてございます。全体で参加する予定数は、

約 1,500 名の先生方に参加していただくことを考えてございます。 

 来年度におきましても、同じように予算要求をしておりまして、中央説明会なり各地の

養成講座を続けていこうと思っておりますし、必要に応じて内容を改善することも考えて

おります。引き続き、消費者庁あるいは関係省庁とも連携を図りながら、現場における消
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費者教育の充実に努めていこうと考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、どうぞ、御意見、御質問をお出しください。 

 日和佐委員、どうぞ。 

○日和佐委員 各地に説明に行かれていますね。そこで、説明するだけではなく、恐らく

集まってきた方との意見交換をされていると思いますけれども、そこで出された意見はお

およそどのような意見が多かったか、お聞かせいただきたい。 

 それから、都道府県での養成講座ですけれども、現在 14 ですか。これは、全都道府県で

開催するように促すというか、そういう予定でいらっしゃるのか。これはもう、やらない

ところはやらないで済んでしまうのですか。そこを教えてください。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 中央もそうですけれども、地方の説明会

等におきましては、大体こういう形で消費者教育をやっていったらどうかとか、こういう

実践例がありますということを持ち寄って情報交換をするというのが、こういった会議の

目玉（と言うと変ですけれども）になるかと思います。それぞれ状況は違いますけれども、

参考になるケースかなと思います。 

 今まで出てきたもので、二、三、聞いた中では、例えば契約といったものについては、

学校の先生方は専門的知見があるわけではございませんので、契約とはどんなものかを学

習した上で、子どもが契約書を作成してみる。それについて例えば弁護士さんを外部の人

材として招いて、そこでどのようなトラブルが現状としてあるかというのを指導してもら

う。そこで生徒さんも具体的に、契約上、いわば身をもってそういうトラブルがあるとい

うことで、「非常に効果がありました」というような報告がある。そういう外部人材を活用

するケースがございます。 

 あるいは、効果があるということで言いますと、ロールプレーイングのようなもので、

賢い消費者としての見方なり考え方を具体的に、子どもに身近な、例えばハンバーガーシ

ョップの店員になったとき、ショップの経営者になったときの考え方ということと、消費

者の両面からの立場を体験してみるというように、それぞれの工夫はいろいろ行われてい

ると承知しております。 

 そういういろいろな手法をヒントにして、それぞれの学校に持ち帰って、生徒の実態あ

るいは地域の実態に合わせて、実際の教育は展開されるのだろうというふうに考えており

ます。 

 ２つ目の、14 道府県でということですけれども、我々としては全都道府県でやっていた

だきたいと思っております。ただ、予算的な制約がございますので、その限りはあるかも

しれません。今回は、新規事業ということもございましたので、研修計画も年度を通して

できているものですけれども、それの周知がちょっと遅れたということもあるかもしれま

せんが、14 道府県というのは、今のところ申請してきたところはすべて採用したところで
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ございます。新しいこういう事業があるということを、また来年度も要求していますので、

そういうことを各県も踏まえて、応募が更に増えていくのではないかと考えているところ

でございます。 

○日和佐委員 再質問ですけれども、いい事例はみんなで情報交換をし合って活用してい

くということで、それは非常にいいことだと思いますが、担当省として、消費者教育を行

っていく上で何か困難なことはあるのか、ないのか。多分、そんなにすべてがスムーズに

行っているとは思わないんですよ。何が問題で、その問題をどうすれば早く解決できるか

という視点で現場の声を聞くべきではないかと思っていますので、伺ったわけです。 

○文部科学省初等中等教育局教育課程課 教育課程課でございます。 

 現場の先生から一番意見としてあったのは、一つは、新しい授業内容が増えることによ

って、そこの部分についての内容が不安だと。例えば高校の社会科、公民科の先生などで、

今までは金融といえば日銀のことを教えていればよかったのですが、今回はいろいろ内容

が深まるものですから、そういった部分についてどのようなことを教えていけばいいのか

ということの不安。あとは外部講師との連携で、先ほどもいろいろお話がありましたけれ

ども、我々としてもいろいろな方から、「外部講師の連携はどうやったらもっと進みますか」

という観点で、逆に学校側から外部講師の方にお伝えしたいこととか、こういうふうにし

たらうまくいくとかいうことを、そういう協議会の場でもアンケートなどをとって伺った

りしました。 

 そういう中であったのは、仮に外部講師を呼ぶ場合、どこにどんな先生がいらっしゃる

のかが余りよくわからないという話が一つ。 

 ２つ目は、仮にそういう先生がいらっしゃっても、無償でやっていただける方とか、安

いお金でやっていただける方はいいのですが、講師代が何万円ということでかかってしま

う場合が一つ。 

 ３つ目は、学校が年間授業計画というものをしっかり立てて、その年間授業の中で、例

えば金融の中で絡み合いで多重債務を扱いますとか、家庭科の年間授業計画の中で、ここ

でしっかり消費者教育を扱いますという計画を立てていますけれども、割と案内が急に来

たり、授業が始まってから来たりするので、そこがなかなかうまくいかないということ。 

 もしくは、授業をやるときに外部講師の方に来ていただく。先ほど、例えば３月にやる

という話もありましたけれども、研修会、説明会、そういう感じでやられる場合もありま

すが、そういう場合よりもむしろ、それぞれの授業の中にとり入れる方が効果が高いと先

生方も思っていらっしゃるようで、そういうことを積極的にやりたいと。ただ、そういう

ときに、例えば同じ学年に８クラスあったら、８クラス分、先生を用意しなければならな

いけれども、８回来ていただくのがなかなか大変で人が見つからないとか、時間がうまく

合わないとか、逆に学校の先生も学校の先生で、実は授業のねらいというものを定めてい

るのですけれども、来ていただく方との打ち合わせが不十分で、そのねらいとうまく合致

しないとか、そういう御意見をいただいています。 
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 そういう場面をどう解決していくかというところですけれども、来年の２月に「消費者

教育中央説明会」という場を設けます。この場においては、各都道府県の指導的立場にあ

る指導主事に来ていただくとともに、あとは各団体の方に来ていただいて、こういう取組

みがあると、お互いがお互いを知ってもらう場にする。お互いがこうやればうまくいくと

か、そういう場を通じてうまく連携が図られるようにする。特に外部講師の方を入れると

いうのも非常に重要なことだと思いますので、連携が深まるようなことが重要かと思って、

今、取組みを進めています。 

○松本委員長 池田委員、どうぞ。 

○池田委員 質問ですけれども、周知・徹底とか、先生の指導養成講座で人数が入ってい

ます。この人数は、文科省がこれぐらいの人に来てほしいという人数が来られたのでしょ

うか。結果としてこういう人が来られたのでしょうか。周知・徹底ですから、20 年度から

22 年度の３年間で、どれぐらいの人に周知・徹底したいという内のその人が来ているのか。

その辺の数字はどういうふうに理解すればいいのでしょうか。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 大体の説明会関係は学校の先生、県を相

手にしているものです。会場との関係もございまして、それぞれ何名ぐらいと出席者を見

込んでやっていますので、この人数というのは、私どもとして見込んだ人数になっている

かと思います。 

○池田委員 ３年間では、全国でこんな数を大体集めてやられるということですか。３年

間の計画ですから。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 それぞれの会議ではそうなります。おっ

しゃるとおりです。 

○池田委員 これはもう終わられた後でしょう。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 そうです。現在まで行っているものでご

ざいます。 

○池田委員 ですから、これで全部済んだということですか。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 いいえ。 

○池田委員 来年の３月まで残っていますが。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 今、特に重点を置いているのは、例えば

小学校では、来年から実施するために具体的な話を協議してもらうということがございま

すし、来年になればなったで、例えば始めたときにどういう課題があるか。あるいは中学

校であればというふうに、段階を追って協議する内容もございますので、大体こういう会

議では常に行っているところでございますが、それにプラスして、今回は切りかえ時期な

のでどうしても回数が多くなっていくということでございます。 

○池田委員 それから、６ページの消費者教育指導者養成講座というのが、今年は 14 道府

県で 1,500 名。これは新しく追加になった予算だから、今年はやりにくさというのがある

でしょうけれども、先ほど日和佐委員も、全都道府県に対してやるのかどうかと。この数
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字のばらつきの意味を教えてほしいのです。例えば岐阜県教育委員会というのは、都合４

日間にわたり 576 人参加されているわけです。突出した人数なんですね。その次に多いの

は大阪で、３日、５日で 226 人。少ないのは山口県。これは先生の数にもよるでしょうけ

れども、これは何か意味がある数字なのでしょうか、それとも結果の数字なのでしょうか。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 まず、初めのお尋ねでございますが、私

どもとしては、それぞれの都道府県で十分対応できるのであればそれに越したことはない

と思ってございます。ただ、新しい内容だということもあって、今回、養成講座を開く際

も、講師の人はいませんかと私どもに照会が来たりもします。多分、学校の先生方は知見

というのはないだろうと思っていますので、まさしく今おっしゃいましたように、全県的

にやれたらいいなというふうには思ってございます。 

 人数のばらつきは、各県によってやり方が違うということも大きいかと思います。岐阜

県の場合は、小・中で８か所ぐらいのブロックに分けて、それぞれで各学校の中堅の先生

方を集めて研修をやったということもありますので、それが延べ人数で大きくなったとい

うものでございます。ほかの県は、例えば人数を絞って演習的にやりたいということであ

れば、余り多人数にもできないということもございます。そこはやり方によって、あるい

は県の状況によって、人数は多少上下してくるのではないかと思っております。 

○松本委員長 佐野委員、どうぞ。 

○佐野委員 先ほどの外部の講師の方のお話がでましたが、各地の消費生活センター、消

費者団体と連携をとりながら是非やっていただきたい。いろいろな団体で、御存じだと思

いますけれども、学校教育をやりたくても学校に入れてくれないという意見もたくさんあ

りますので、是非その辺りをうまく連携してやっていただきたい。 

 もう一つ、私がすごく気になるのは、５ページのポンチ絵です。「学校教育における消費

者教育の推進」、これを見ていてすごく違和感があるのが、この図は学校が中心ではないん

ですね。学校教育における消費者教育というのは、子どもがいて、学校があって、先生が

いて、そして教育委員会があって、ではないか。文部科学省がつくったからこうなるのか

もしれませんけれども、学校中心に考えていないポンチ絵かなと思いました。学校のとこ

ろには、国民生活センター、各地の消費者行政の担当、消費生活センター、いろいろなと

ころが一緒になりながら消費者教育をやるという形の方が自然なような気がします。これ

は学校が一番最後で、後から付けたような感じなので、もう少し学校中心にしたポンチ絵

というものを一度描いてみていただきたいと思います。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 ありがとうございます。ポンチ絵自身は、

あくまで予算の説明資料として作成したものでございますので、我々としては、子どもた

ちに消費者教育の内容がちゃんと理解されることが第一の目的になっていることは変わり

ございません。予算の説明上、まさしく中央説明会及び各都道府県における研修のために

この予算をとっているというものですので、それにどうしても重点を置いた形で整理され

ているものでございます。 
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 連携のところは、先ほどの養成講座の報告を見ても、先生方はやはりそんなに知見はな

いわけですね。今の子どもたちがどういうようなトラブルに巻き込まれやすいか、特にネ

ット関係のトラブルが多いようですけれども、専門家の方がそれを具体例を入れて説明さ

れると、先生方は「そこまで知らなかった」ということで、非常に知見が深まるというこ

とでございます。そういった専門の方々の知見を私どもとしても活用させていただきたい

と思いますし、学校側もそういうものを望んでいるかと思いますので、その連携を図って

いきたいと思っております。 

○松本委員長 今の点で確認ですが、2,704 万円の予算というのは、学校で消費者教育を

やるための予算ではなく、それより上の緑のところ（中央説明会及び各都道府県の研修）

を進めるための予算だという御説明でよろしいですね。 

○文部科学省平林初等中等教育局教育課程課長 はい。 

○松本委員長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 時間がないので、意見だけ言わせていただきます。 

 この「生きる力」という冊子を見て愕然といたしました。私は、日本人、特に若者が生

命力がない、何としてでも這いつくばってでも生きていくという迫力がないことを非常に

心配しております。パソコン、ゲーム機、携帯に翻弄されている。答えははっきりしてい

ると思うのです。農業、漁業、林業、あるいは自然と一緒に生きていく、その視点があっ

てこそ生命力がつくのだと思いますが、そういう視点が全くない。この冊子は文科省が苦

労してつくられたのだろうと思うけれども、なぜそんなことが何にも書かれていないのか

なと思いました。消費者教育の問題もそこにいろいろあるのですが、時間がないので、と

にかくこれでは生命力は若者につかないなと思いましたので、是非見直しをお願いいたし

ます。 

○日和佐委員 一言、文科省にお願いです。先ほど、困難なこと、連携のことだけをおっ

しゃったのですけれども、現場は決してそんななまやさしいものではなく、もっともっと

困難な状況があるのではないか。なぜかといいますと、今までも、学校教育の中に消費者

教育を位置づけようということは何度も試みられてきたわけですが、本当にきちんと位置

づけられてきたのかなということになると、それは私は失敗であったと思っています。 

 今回はそうはいかないわけです。その覚悟で、学校教育の中にやりにくいところがある

ならば、それは一体どこなのかということをしっかり把握をして、それを解決するにはど

うすればいいのかということを、しっかりとやっていただきたい。まだ前哨戦ですね。こ

れで順次全面実施になっていくわけですから、実施されている実態をしっかりとつかんで

いただいて、問題点があればそこを解決していく方向を提示して、消費者教育が学校教育

の中にしっかり位置づけられるように努力をしていただきたいと思います。 

○松本委員長 下谷内委員、どうぞ。 

○下谷内委員 先ほど予算の話がありましたが、この 2,700 万のお金で全国の都道府県の

養成講座とかいろいろされるということですね。そういたしますと、１県当たりが 50 万し
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かない予算になります。この 14 道府県は手を挙げたところと言われましたが、初めから枠

が決まっていたのかなというのと、その金額だけではとてもできないと思うのです。子ど

もたちに向けた教育ですので、この辺のところは今後、予算の獲得を目指していただきま

して、先生方、そして子どもたちにも有益な消費者教育が図られるように、片隅に追いや

られないような努力をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○松本委員長 ほかに御意見、御質問、ございませんか。よろしいでしょうか。 

 消費者教育について、社会教育全体についての御議論と学校教育に特化した御議論をい

ただきました。どちらもそれぞれ計画を立てて、少しずつさまざまな試みがされているこ

とは確認できたと思います。その中で、とりわけ「連携」というのが強調されていること

も指摘されております。 

 ただ、この辺りは言ってみればアウトプットのレベルだと思います。何人集めてこうい

う研修会をやりましたとか、これぐらいパンフレットをつくってさばきますとか、あるい

は、具体的にこういう会議を行いましたというレベルであって、さっきから強調されてい

るように、文科省の表現でいえば、それでどれぐらい生きる力がついたのか、あるいは消

費者被害が防げたのか等々、アウトカムレベルといいましょうか、ＯＥＣＤの報告でも出

ている、効果をどう測定するのかというところがわかりにくい。そこが、これぐらい効果

がありましたということが言えるようになると、消費者教育にもっと予算を付けやすくな

るかと思いますので、そちらの方の評価指針の開発を是非進めていっていただきたいと思

います。 

 それから、文科省の「生きる力」の点について、山口委員はかなり厳しい根本論を述べ

られましたけれども、私は、それほどのところまでさかのぼらなくても、例えば２ページ、

３ページを見ますと、知識だけではなく、実際の問題に当てはめる力が弱いと。消費者教

育も、公民科で一部やる、家庭科で一部やるというものだけを消費者教育と考えると、限

られた時間内でどうやるのかという話になると思いますが、もう少し広げてみる。 

 消費者として市民生活をするに当たっての生きる力を、広い意味で消費者教育だと考え

れば、例えば数学の中で、金利の問題について、複利でいけばどうなるのかということを

過剰与信と少しだけ関連づけてやれば、リアルにわかって、多重債務についてのシグナル

が鳴りやすくなるだろう。あるいは、マルチ商法とかねずみ講が破綻するというのも、数

学的には簡単に証明できるわけですけれども、それがピンと来ないから、ついつい自分も

もうかるような気になってしまう。あるいは化学、生化学の単純な知識があれば、食生活

をでたらめにして、運動もやらないで、この健康食品、あるいはこの薬だけを飲めばやせ

るというのはあり得ないということがわかるはずです。そういう化学とか数学といった理

数の知識にほんの少し何か付け足せば、消費者教育になる側面もあるのではないかと思い

ます。 

 安全の問題というのはかなり理科的な知識だろうと思いますから、理科的な知識がきち

んと常識として身についていれば、製品の危険な使い方は余りしないだろうし、マニュア
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ル等も理解しやすいということになるかと思います。消費者教育を余り狭く考えないで、

どの科目でも消費者教育的なものができるんだという観点で、先生方に対して指導をして

いただくことも重要かなというふうに思います。 

 本日は、消費者庁、文部科学省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただき

まして、誠にありがとうございました。 

 続きまして、140 番の施策でございますが、本日は環境省においでいただいております。 

 それでは、御説明をお願いいたします。 

○環境省植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 環境省地球環境局国民生活

対策室の室長でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 我々は「チャレンジ 25 キャンペーン」ということで、温暖化防止の国民運動をやってい

るところであります。資料は２ページですけれども、温室効果ガス排出量を 2020 年までに

90 年比で 25％削減するという目標を達成するための、国民運動であるところの「チャレン

ジ 25 キャンペーン」の中で、「オフィスや家庭などにおけるＣＯ２削減に向けた具体的な

行動を『６つのチャレンジ』として提案し、その行動の実践を広く国民の皆様に呼びかけ

ていきます」ということが施策の概要でございます。 

 つきましては、お配りしました「チャレンジ 25 キャンペーン」のパンフレットでござい

ますが、ここで概要を御説明申し上げたいと思っております。 

 お開きいただきまして、左ページの右の棒グラフでございます。これは、部門別に分け

まして 90 年比でどのぐらいＣＯ２排出量が伸びたか、減ったかという分析です。御承知の

とおり、家庭部門は 34.7％の増です。業務その他部門、これはオフィスですけれども、

41.3％の増であります。伸び方からしましても、こういったところをきちんとＣＯ２削減

していくために、ここでは消費者という形で特化はしておりませんが、まさに国民の皆さ

ん、消費者の皆さん方に呼びかけていくというキャンペーンでございます。 

 中身としまして、先ほど申し上げた「６つのチャレンジ」を右側に掲げております。１

つ目、２つ目辺りは、割と身近な行動を推奨しているというものであります。チャレンジ

１は「エコな生活スタイルを選択しよう」ということで、まさに冷房温度、暖房温度、自

転車の利用、マイバッグ、エコクッキング、こういった身近な運動を推奨しております。 

 チャレンジ２は「省エネ製品を選択しよう」ということで、省エネタイプの冷蔵庫、エ

アコン、テレビ、エコカー、燃料電池、照明、省エネ型の製品を推奨しているということ

でございます。 

 チャレンジ３は「自然を利用したエネルギーを選択しよう」ということで、太陽光発電、

太陽熱温水器というものであります。 

 チャレンジ４は、少し大きくなりまして、「ビル・住宅のエコ化を選択しよう」と。エコ

改修ということで、ガラス、断熱材、コージェネ、こういった辺りを言っております。 

 チャレンジ５は少しソフト面が入ってまいりまして、「ＣＯ２削減につながる取組みを応

援しよう」ということで、カーボン・オフセット商品の推進、地産地消、カーボン・フッ
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トプリント、こういった辺りを推奨しております。 

 最後のチャレンジ６は「地域で取組む温暖化防止活動に参加しよう」と。イベント、カ

ーシェアリングといった、そういうソフト面のことに協力していきましょうといったこと

を掲げているわけです。 

 具体的にどういう形で推奨しているかということですけれども、１つ目で大きいのは、

個人チャレンジャー、企業チャレンジャーを募って、「チャレンジャー」として登録してい

ただく方法をとっております。パンフレットの裏表紙に御説明をしておりますけれども、

個人の方、企業・団体の方に、ホームページ上、携帯もそうですけれども、そういったと

ころで登録していただいて、それぞれの活動をしていただくということです。 

 現在、個人の方のキャンペーンの参加登録は約 41 万人です。企業・団体の方は、企業・

団体の体をなしていないのに登録をされているということがないように、それから、企業・

団体の方であればロゴマークとかを使っていただけるということもありまして、まさに変

なところでは困りますので、一応、会社の登記簿を提出いただくということでやっており

ます。今のところ１万 5,000 社の登録をいただいております。 

 更に、具体的なキャンペーンの中身を御説明しておりますのが、資料の中に１枚だけ、

「チャレンジ 25 キャンペーン」というころで幾つか紹介をしております。実はこのチャレ

ンジ 25 キャンペーンは、もともとは「チーム・マイナス６％」というキャンペーンを発展

的に 25％という形にしたものです。前の段階からやっておりました、例えばここに載って

おります④のクールビズとか、そういったところはかなり定着してきている感がございま

す。 

 そのほか、②ですけれども、各種イベント、先進的な環境技術の紹介、情報を提供する

とか、③で掲げておりますように、自治体、企業、ＮＰＯ、そういったところと連携して

普及啓発活動をやる。そういったことを全国規模あるいは地域で進めている状況でござい

ます。 

 簡単ではございますが、チャレンジ 25 キャンペーンの概要ということでございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問をお出しください。 

 日和佐委員、どうぞ。 

○日和佐委員 チャレンジ 25 キャンペーンへの参加状況で、個人の方は。 

○環境省植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 41 万人。 

○日和佐委員 その方たちは、宣言をするだけではなく、具体的にどうするのか教えてく

ださい。それから、企業がどれくらい参加しているのかというのを教えていただきたい。 

 もう一つはカーボン・フットプリント。こういう表示ができることを聞いたときは、結

構選択に資する情報でいいなというふうには思ったのですけれども、ほとんど普及してい

ないですね。それは、基準をつくるのが非常に難しいという話も聞いたのですが、どの辺

にネックがあるのか教えていただけますか。それで、どのくらい商品が出たのか。 
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○環境省植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 最初の方の簡単なところか

ら申し上げますと、企業・団体の登録は１万 5,000 社でございます。個人の方の場合の登

録ですけれども、登録の際に、チャレンジ１からチャレンジ６までの自分がやれるチャレ

ンジについてチェックを入れていただくことが一つと、個人でこういう特別のチャレンジ

をしますということを記述式で書いていただく欄がございます。その両方で登録をしてい

ただいた方に、いろいろなロゴを使っていただけますし、いろいろな案内を差し上げると

か、そういったことをやっております。どちらにしましても、強制で何かを絶対やらない

といけないという義務づけは難しいものですから、皆さん方が積極的にやっていただける

ような形をなるべく心がけてはおります。 

○環境省地球環境局 カーボン・フットプリントにつきましては、経済産業省の産業政策

局がメインにやっていますけれども、うちのチャレンジ 25 キャンペーンでは、一つの項目

としてこういうものがあるよということで、皆さんにお伝えしている形になっています。 

 商品は、少ないというふうにおっしゃっていたと思いますけれども、確かに 30、40 ぐら

いの品目しかない。そこは経済産業省の担当者も、今後どんどん増やしていかないといけ

ないというのは念頭にありますが、更にカーボン・フットプリントのインセンティブをど

ういうふうに付けていくかというのも、実はこの間、普及啓発も含めてうちの方に相談が

あったぐらいですので、今後、その部局でいろいろな施策を打っていくのではないかなと

は想定されます。ちょっとカーボン・フットプリントの担当ではないので、そこまでわか

らないです。申し訳ございません。 

○松本委員長 池田委員、どうぞ。 

○池田委員 質問というより意見ですけれども、チャレンジ 25 のキャンペーンが悪いとい

うことは全然思っていないんですよ。結構なことだと思いますし、ＣＯ２の削減は地球的

命題ですから、このことに関しての良い悪いの論議は論外だと思います。ただ、チャレン

ジ 25 キャンペーンの施策をやる具体的なことについては大変結構なことだろうと思いま

すけれども、根本的なところは、消費者といいますか、国民に、これをやる背景をきちん

と説明してこういうキャンペーンをやっているのかということは大変疑問に思っておりま

す。ただキャンペーンをやるということだけで踊らされているのではないか。徳川幕府の

知らしむなかれというキャンペーンみたいな感じがするのです。 

 せめて救いは、１ページ目の右側の表で、若干それらしきことは書いておりますけれど

も、まず国民に、炭酸ガスということをやらなければいけないけれども、今まで全然なか

ったのは我々自身だよ、だからこういうことをしていかなければいけない、ということが

チャレンジ 25 の最大の眼目だろうと思います。そういうことはほとんど出てこないですね。

環境省全体のいろんなことについて、臭いものにふたというとおかしいですけれども、肝

心の強烈なことに対してふたをしたようなキャンペーンを、こんな莫大な予算を使ってや

っていくのはおかしいのではないか。私は企業経営者ですから、企業が言っていることを

言うわけではないですが、とらえ方が非常に情緒的なキャンペーンをあおっているような
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気がするんですね。今の日本が置かれている状況というのは、そういうことではない厳し

さだと思います。今度のＣＯＰ16 で京都議定書延長反対と、初めてまともなことを言って

いるなと思いますけれども、そういうことをきちんと知らせるのが環境省のまず第一のこ

とだと思うのです。意見です。 

○松本委員長 ほかに御意見、御質問はございますか。 

 では、ただいまの池田委員の御意見ですが、環境省から何か応答はございますか。 

○環境省植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 なかなか厳しい御意見をあ

りがとうございます。確かに事実関係のところをきちんと丁寧に伝えて、というところは

言われます。片や、いろいろ難しいパンフレットをつくってみたり、ＩＰＣＣの報告書を

もとにつくったパンフレット等も勿論ございます。 

 ただ、今回お持ちしたところは、キャンペーンのなるべく身近なところ、だれもが取っ

つきやすいところでキャンペーンをしていこう、とにかく関心を持っていただこうという

ところのものですので、御指摘のとおり、根本のところの、科学的なことも含めた大事な

ところが少し見えにくい形になっていたとしたら、反省点かなというふうに思っておりま

す。バランスを考えてやっていきたいと思っております。 

○池田委員 あえて言いますと、非常に情緒的に出てきているから、これが、関所か水戸

黄門の印籠か何か、記号化しつつあるわけです。これは非常によくないと思うのです。カ

ーボン・フットプリントにしても、我々は当事者ですからあれですし、地球的に見れば大

丈夫なんですけれども、日本のような状況の国にとっては、これが本当に両立するのかと

いうことは非常に難しい問題です。表現は悪いけれども、企業側にとってみれば、弱者切

り捨てみたいなことになりかねないところがあると思います。 

○松本委員長 どうぞ、川戸委員。 

○川戸委員 ＣＯＰ15 から 2008 年度速報値の、基準年と比較したＣＯ２がこれだけ増えた

というのはありますけれども、2010 年から新しくチャレンジ 25 のキャンペーンが始まっ

たということで、まだ 2009 年度の速報値というのは出ていないのですか。つまり、チャレ

ンジ 25 キャンペーンを１年近くおやりになっていて、この効果が本当に出たのかどうかと

いうのを知りたいのですけれども。 

○環境省地球環境局 速報値はまだ出ていません。出てから１年後ぐらいに測定されます

ので、３月の後半とかそのくらいに出ると思います。 

○川戸委員 それで、今のように手応えはあったのか。今のような反発の意見があちこち

から出ると思いますけれども、その辺の現状はどういうふうになっているのですか。 

○環境省植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 手応えがあったか、なかっ

たかと言われますと、「手応えはある」というふうに感じております。ただ、反対意見です

とか、いろいろな御指摘、御意見も多くいただいている、これも確かでございます。だか

ら、一方方向だけではないということも確かでございます。 

○川戸委員 例えば今の池田さんの意見は、割に漠としていてちゃんと言っていらっしゃ
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いますけれども、具体的にどんな反発の意見があるのか、それに対してどういうふうにこ

れから対応をなさっていこうと思うのか。その辺の具体的な説明をもう少し聞かせていた

だけますか。 

○環境省植田地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 例えば 25％ということに

ついて、野心的な目標といいますか、高い目標を掲げている関係上、そこまでの目標に向

けたキャンペーンをしてもとてもそこまで行けないのではないか、無理ではないか、それ

なのにやるのは、というような御意見もあることは確かであります。 

 ただ、我々としましては、その御意見に対しては、やはり目標を高く掲げてそこを目指

していくことが大事です。勿論、それまで達成できなかったり、少ないのをもっと上げな

いといけないとか、いろいろあると思いますけれども、とにかくそれに向けて少しずつで

も進んでいくことが大事でしょうということで、例えばそういった御意見に対してはお答

えしているというようなことがあります。その逆の、まだまだ足りないという、まさにけ

つをたたかれるような御意見もあります。 

○松本委員長 よろしいでしょうか。 

 この委員会は消費者委員会ですから、主として消費者保護だとか、消費者の権利擁護と

いう観点から議論をしているわけですが、環境問題はそういうものと少し性質が違ってい

て、消費者も地球環境維持のために一定の行動をしなければならないのではないかと、ど

ちらかというと消費者も社会的責任があるという方向の議論になっていきます。ただ、消

費者問題としてそれを考えると、消費者というのは事業者から提供される製品やサービス

を使って生活をしていく。その中で、チャレンジ 25 に貢献するような消費生活をしていき

ましょう、それを消費者委員会としても支援しましょう、という形になっていくのだと思

います。 

 そうしますと、事業者の方からそういう製品を出してもらって、消費者もそれを評価し

て買っていくという、よい流れができないと回っていかない。そういう点でカーボン・フ

ットプリントの表示されている製品がまだ非常に少ないというのは、消費のサイクルで世

の中を変えていこうという力としては大変弱いのではないか。他方、エコポイントという

ことになると消費者はドッと動くわけですが、予算がなくなったから、これからは半額の

補助ですとかいうのは、こんなことでいいのかなという気がします。消費者に意識を持っ

てもらうという意味はあるかもしれないけれども、結局、業界に対しての補助金になって

しまっているのではないかという気もいたします。 

 やり方はいろいろ難しいところもあると思いますが、環境省、経産省、その他各省で協

力していただいて、そして産業界、消費者も取り込んで、よいスパイラルで動いていける

ようにしていっていただきたいと思いますし、消費者委員会としてもそういう観点から発

言していきたいと思います。 

 本日は、環境省におかれましては、審議に御協力いただきまして、ありがとうございま

した。 



 ２６

 

 

 

≪３．住民生活に光をそそぐ交付金について≫ 

 

 続きまして、「住民生活に光をそそぐ交付金について」に入ります。本年 10 月８日に「円

高・デフレ対応のための緊急総合経済対策～新成長戦略実現に向けたステップ２～」が閣

議決定されたところであります。この中に「地域活性化交付金の創設」が盛り込まれてい

ることを踏まえて、平成 22 年度補正予算において、地域活性化交付金の一つとして「住民

生活に光をそそぐ交付金」が創設されております。住民生活に光をそそぐ交付金につきま

しては、本来非常に重要な行政分野でありながら、これまでなかなか光が当たっていなか

った分野に対する地方の取組みを支援する交付金で、このような分野の例として地方消費

者行政が第一に挙げられているところであります。本日は、内閣府地域活性化推進室及び

消費者庁においでいただいておりますので、本交付金の概要やその活用について、御報告

をいただきたいと思います。 

 それでは初めに、内閣府地域活性化推進室から御説明をお願いいたします。 

○内閣府浦田地域活性化推進室参事官 内閣府地域活性化推進室参事官をしております浦

田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今、松本委員長から御説明がありました地域活性化交付金、特に消費者委員会との関係

で言いますと、住民生活に光をそそぐ交付金というのがその中に枠取りされておりますが、

これについて御説明をいたします。 

 まず、資料６－２をごらんいただきますと、委員長から御説明がありましたように、10

月８日に閣議決定された緊急経済対策のうち地域活性化交付金について書かれている部分

でございます。その２ポツに、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が

十分に当てられてこなかった分野に対する地方の取組みを支援するということで、対策上、

位置づけられております。この対策の閣議決定を受けまして、資料６－１でございますが、

地域活性化交付金ということで、全体で 3,500 億円の交付金を今回の補正予算に計上して

いるところでございます。地域活性化交付金自体は地方公共団体に対する支援ということ

で、地方公共団体が実施する事業に対する支援をするものでございます。 

 全体としては 3,500 億円でございますが、このうち 1,000 億円については、住民生活に

光をそそぐ交付金ということで、はっきりとミシン目を入れて枠取りをしています。従来、

補正予算が立てられるごとに、地域活性化のための地方向けの交付金は毎回創設されてき

ているわけですけれども、こういうふうに分野を明示してしっかり枠取りをするという試

みは今回が初めてでございます。 

 これは、片山大臣から非常に強い御指示がございまして、1,000 億円という、分野に限

定した交付金をつくる形になったところでございます。対象の分野としましては、地方消
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費者行政、弱者対策・自立支援、知の地域づくり、この３つに分野を限定しています。こ

れまで非常に重要な分野であるけれども、声が大きく上がらなくて、地方公共団体の予算

というのは予算取りがやりたくてもなかなかできてこなかったところを、こういうふうに

力を入れてこの交付金できちっと支援したらどうか、ということになっているところでご

ざいます。ここにありますとおり、地方消費者行政というのは最初に掲げられていて、こ

の中での重点分野の一つという位置づけをしているところでございます。 

 地方向けの交付金ですので、この後のスケジュールとしましては、先般、予算は国会を

通ったところですので、これから執行という段階になります。交付金 1,000 億円自体につ

いては、こういう分野は人口の多いところに需要が高いと考えていますので、人口要件を

ベースにした外形基準で配分をするわけですけれども、地方によっては取組みが千差万別

でございます。機械的に配ってしまうというやり方では必ずしもよくないだろうというこ

とで、半分は外形基準で配分し、残りの半分は、それぞれの取組みを積極的にやるところ、

やらないところ、いろいろあると思いますが、取組みの状況、計画の内容に応じて配分す

る。ボリュームの調整をそこでする、そういうやり方をしようというふうに考えていると

ころでございます。 

 あとは、今月のできるだけ早い段階といいますか、あす、あさってという段階で額をお

示しして、来月、そのお示しした額を参考にして、地方公共団体に計画を出していただく

という形をとろうと思っております。半分は外形基準で、残りは計画の内容に合わせて配

分しますので、少し配分する時間が必要ですが、１月中にはきちっと配分を終える。地方

公共団体は議会が２月でございますので、２月の議会には間に合うように進めていこうと

いうことでございます。 

 この交付金自体は内閣府に予算計上されておりますけれども、我々の方には執行体制は

ございませんので、各府省に移し替えをして、各府省で執行していただくという段取りで

ございます。 

 お手元に参考資料ということで、この 10月 26日に補正予算の閣議決定がございました。

先ほど大臣の強い御指示で 1,000 億の枠取りと申しましたけれども、このときの大臣の記

者会見で、住民生活に光をそそぐ交付金の大臣としてのお考えを、相当明確に御説明され

ております。記者会見のベタ打ちの資料で恐縮でございますけれども、一緒にお配りして

ございます。 

 以上でございます。 

○消費者庁林地方協力課長 続きまして地方協力課から、資料７に基づいて御説明させて

いただきます。 

 この交付金の性格、配分方法等につきましては、先ほどの説明のとおりでございますけ

れども、もともと片山大臣は、消費者委員会の地方消費者行政専門調査会の座長をしてい

ただいたこともあって、消費者行政の現状については非常に御理解が高く、こうした趣旨

を踏まえて予算措置をしていただいたということでございます。 
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 ただ、執行には時間が限られておりまして、この 11 月、12 月がいわば年内の地方議会

のタイミングの最後だったわけですけれども、多くの県議会は既に開会しておりまして、

この 12 月議会のタイミングでは予算が間に合わない。そうなりますと、年明け２月、３月

の議会で受けとめのほうの補正予算計上ということになります。非常に時間も限られてお

りますので、今日お配りいたしました資料は、各都道府県市区町村長宛てに長官名の手紙

を付しまして、とにかくこの予算を活用していただきたいと。そのためには、短い時間の

間でどういう取組みが有効なのかということを考えていただく必要がございます。 

 この交付金の性格について補足させていただきますと、勿論、地方消費者行政の分野に

使うことができますけれども、使わなくてもいい予算でもあります。ですから、それぞれ

の公共団体の担当者、首長の皆さん方に特に消費者行政について問題意識を持っていただ

いて、ここに使っていただくことが、今後の財政資金を獲得していく上でも非常に重要な

ポイントだと思っておりまして、こうした資料をつくらせていただきました。 

 １枚目、２枚目は重複しますので、交付金の性格、片山大臣の発言を御紹介させていた

だいた上で、各自治体の内部、この中でも福祉の部局、高齢者や子育ての部局、こういっ

たところと連携してほしいということ。それから行政の外、さまざまな関係の団体がござ

います。そうした団体と横の連携もした取組みをしてほしいといったことを書かせていた

だいた上で、３ページ目以降は、これまで、私どもで御用意させていただいた活性化基金

を使って各自治体がやってこられた取組み、参考になるものを複数、少しパターン分けを

して整理した資料を作成いたしました。こうしたものをお配りすることで、各自治体でな

るべく早く準備を整えてほしいということでございます。 

 ちなみに、今日の日付で資料を用意させていただいておりますけれども、発出も今日の

日付でお配りさせていただく予定にしております。また、来週の半ばには、先ほど御説明

の中にもありました自殺予防、ＤＶといった関連する分野と共同で、この交付金の使い道

についての説明会を開催させていただいて、順次、私どもも手分けをして地方を回りなが

ら説明会を行って、地方の支援を行ってまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 本日は御報告ということでございますが、もし、御質問、御意見がございましたら、お

出しください。 

 どうぞ。 

○佐野委員 ありがとうございました。是非何とか手を挙げてもらいたい、それを望むと

ころですが、基金としても置けるというような話を聞きました。その辺りを説明していた

だけますか。 

○内閣府浦田地域活性化推進室参事官 これは補正予算の交付金で、本来的には繰越明許

費という手続をしていますので、繰り越して使うことは可能です。大部分が来年度に執行

されるケースが多いのですが、特に光交付金の分野はソフトの施策が多いということにな
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ると、繰越的な手続になじまないものも出てきます。そこで、一定程度基金に積める仕組

みにしないと執行はなかなか難しいのではないかということで、23 年度、24 年度、この２

か年の間は基金で積んで執行してもよろしいという話になっているところでございます。 

○佐野委員 ２か年の計画を出せば、それをいただいて、基金として積んで少しずつ使う

ことも可能ということですね。 

○内閣府浦田地域活性化推進室参事官 それも可能です。 

○山口委員 これは、自治体で拠出する予算があって、その上にこれがプラスするという

話も聞きますけれども、そういうものではないということでよろしいのですか。 

○内閣府浦田地域活性化推進室参事官 その使い方は非常に自由でして、自治体の方で地

方単独費を用意されて、更に、全体としてこの交付金も活用した大きな計画という使い方

もできます。これは別に補助率とかそういう概念はございませんので、10 分の 10、そのま

まこの交付金のみで事業をすることも可能です。 

○松本委員長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 消費者庁、内閣府地域活性化推進室におかれましては、お忙しい中を御出席いただきま

して、ありがとうございました。 

 

 

○松本委員長 本日の議題は以上になりますが、最後に、事務局より今後の予定について

御説明をお願いいたします。 

○原事務局長 ありがとうございました。 

 次回の委員会は、来週、12 月 10 日（金曜日）の 15 時から行う予定にしております。次

回の委員会におきましては、消費者基本計画の検証・評価・監視、続けておりましたけれ

ども、最後ということで行いたいと思っております。テーマとしては、情報通信分野にお

ける消費者保護、国際化の進展への対応、消費者の意見が政策に反映される制度構築に関

する施策について、ヒアリングを行う予定にしております。 

 事務局からは以上です。 

○松本委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところを

お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 

≪ 閉  会 ≫ 

 

（ 以  上 ） 
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